
（以下、参考資料）
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○ 国と地方の適切な役割分担の構築のため、全てに共通して以下の事項を求める。
・ 現在の急激な人口減少や少子高齢化の進展等を踏まえると、人手の確保や専門人材の育成は急務である。このため、国・都道府
県・市町村間における実務レベルでの連携をより一層強化することが重要である。人材の効果的な活用という観点から、関係者間の多
様かつ柔軟な協働、連携を通じて、あらゆるリソースを有効かつ効率的に活用する取組を更に推進すること。

・ 地方公共団体における計画等の策定は、努力義務規定や「できる」規定であっても、国庫補助金等の交付要件となるなど実質的な
義務化により、国の過剰な関与が存在しているため、制度的な課題として計画策定等を規定する法令等の見直しや、内容の重複や必
要性の低下がみられる計画の統廃合、他団体との共同策定を可能とするなど横断的な見直しを行うこと。

・ 事務区分（自治事務・法定受託事務）、並行権限、国の関与や義務付け・枠付けについては、地方分権推進計画や地方分権改
革推進委員会の第２次勧告及び第３次勧告で設定されたメルクマール等の範囲内とすること。

○ 全ての提案に共通して以下の事項に責任をもって対処し、地方に提示することを求める。
・ 各府省からの第１次回答において、現行規定により対応可能であるとされたものについて、要綱等においてその旨を明確にするなど提案
主体の納得が得られるよう具体的な作業スケジュール等を示しながら、説明責任を果たすこと。

・ 事務・権限の移譲、義務付け・枠付けの見直し等を円滑に進めるため、財源措置、権限移譲などのスケジュール、研修の実施やマニュ

アルの整備などについて、地方の意見を十分に反映して、具体的な検討と調整を早期に進めること。

・ 特に財源措置については、移譲に伴って生ずる新たな財政需要の内容を具体的かつ早期に示すとともに、それらに対応する財源を確
実に措置すること。

・ 地方が自らの判断と責任において、地域の実情に応じた施策を実施できるように、国の過剰な関与や規制のうち、地方側の課題意識
が強い分野については、ナビゲーション・ガイドのように、制度的な課題として捉え抜本的な見直しを行うこと。

参考資料１

1
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１ 国と地方のパートナーシップの強化

参考資料２

（２）多様な行政主体の連携

・ 現在の急激な人口減少や少子高齢化の進展等を踏まえると、人手の確保や専門人材の育成は急務である。
このため、各地方公共団体への権限や財源の配分、義務付け・枠付けの見直しに合わせ、国・都道府県・市
町村間において、人事交流や人材育成、職員同士の緊密な情報共有などを通じて、実務レベルでの連携をよ
り一層強化することが重要である。人材の効果的な活用という観点から、国と地方の関係に留まらず、都道府
県と市町村の関係や、遠隔の場合も含め、各都道府県間や各市町村間といった地方相互間の関係等の多様
かつ柔軟な協働、連携を通じて、あらゆるリソースを有効かつ効率的に活用する取組を更に推進すること。

1
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２ 計画策定等の見直し

・ 本来、地方公共団体における計画等の策定は、地域の課題や現状を踏まえ、住民と合意形成を行い、地域
全体で主体的な取組を進めるために活用すべきものである。しかし現実には、依然として計画等の策定を新た
に義務付ける法令の規定が創設されているほか、努力義務規定や「できる」規定であっても国庫補助金等の
交付の要件として計画等の策定が求められるなど実質的な義務化により、国の過剰な関与が存在し、その対
応に多大な労力を要するといった課題がある。地方分権改革有識者会議においても、令和３年及び令和４年
の「提案募集方式」において「計画策定等」を重点募集テーマに設定するなど、見直しに向けた取組や検討が
行われた結果、「効率的・効果的な計画行政に向けたナビゲーション・ガイド」（以下、「ナビゲーション・ガイド」
という。）の策定など継続的な見直しに向けた環境整備が着実に進められていることを評価する。各府省にお
いては、地方の意見を十分に反映しつつ、政策立案や法案作成の都度、ナビゲーション・ガイドの順守状況を
内閣府に報告するなど、当該ガイドが実効性を持つように運用するとともに、計画等の策定による地方の負担
の軽減に資する具体的な取組を進めること。

・ 法令等の見直しと併せて、現在は計画等の策定を通じて財政措置を行っている各政策に関して、引き続きそ
の政策目的を達成するために必要な財源保障を行うこと。

・ 今後、計画等の策定による地方の負担が増大することがないよう、内閣提出法案のみならず議員立法も含め、
計画等の策定を求める法令の規定や通知等は原則として新たに設けないこととし、法令上の措置については、
事前のチェックを行うこと。

全国知事会「地方分権改革の推進について」（抜粋）R5.7. 26決議（2/5）
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・ 国が地方の自主性を著しく制限する「従うべき基準」については、地方分権改革有識者会議において、提案
募集方式の取組に加え、制度的な課題として横断的に見直しを行い、原則として参酌基準化することなどに
よって、多様な地域の実情に応じたルールづくりの役割を地方公共団体に委ねること。

・ 特に「従うべき基準」によって、制度の細かな運用の部分まで国が関与していることから、保育所における保
育室等の居室面積に関する基準や訪問看護ステーションの看護師等の人員に関する基準をはじめとして、地
域の実情に合った施策の実施が可能となるよう、見直しの実現に向けた検討を進めること。

17

３ 地方分権を実感できる改革の深化

参考資料２

（１）「従うべき基準」の見直し

（２）自治立法権の拡充・強化

・ 地域の実情に合った施策の実施が可能となるよう、義務付け・枠付けの緩和、法令の統廃合や簡素化、規律
自体の削減などにより過剰過密な法令を見直し、自治立法権の拡充・強化を図ること。

・ 新たな立法により、地方が実施しなければならない計画等の策定をはじめとする事務事業の増加や、「従うべ
き基準」の新設といった状況が生じている。このため、地方分権改革推進委員会の第３次勧告において示され
た「義務付け・枠付けに関する立法の原則」の法制化、政府における「チェックのための仕組み」の確立など、
新たな事務事業や義務付け・枠付けが必要最小限のものとなるための仕組みを構築すること。

・ 地方が自らの判断と責任において、地域の実情に応じた施策を実施できるように、国の過剰な関与や規制の
うち、地方側の課題意識が強い分野については、ナビゲーション・ガイドのように、制度的な課題として捉え抜
本的な見直しを行うこと。
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３ 地方分権を実感できる改革の深化

参考資料２

・ 住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねていくという基本的な考え方に基づき、受け皿としての
広域連合の活用も含め、国から地方への事務・権限の移譲についても、引き続き取り組んでいくこと。

（３）事務・権限の円滑な移譲等

・ 「提案募集方式」は、地方分権改革の手法として一定の役割を果たしているが、地方の意欲と知恵を十分に
活かせるよう制度を拡充すること。例えば、「実現できなかったもの」とされた提案については、今後、地方から
支障の根本的な解決が必要とされた場合には、再度検討対象とするなど、改めてその実現に向けて尽力する
こと。

・ 提案の検討及び提案後の調整に当たっては、具体的な支障事例や制度改正の効果などの立証責任を地方
のみに課すのではなく、国が地方に委ねることによる支障などの立証・説明責任を十分に果たせない場合に
は、原則として地方への権限移譲や規制緩和を行う方式とすること。

・ これまでの対応方針において、「検討を行う」又は年次を示して「結論を得る」とされた事項について、今後の
検討において重点事項として取り上げるなど、政府全体として適切なフォローアップを行い、提案の実現に努
めるとともに、その結果については地方に速やかに情報提供すること。

４ 地方分権を実現するための枠組みの強化

（３）「提案募集方式」の見直し

1
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参考資料２

・ 従来から議論のある条例による「上書き権」の問題に関しては、現行の法体系全体との整合性や個別法の趣
旨目的などを踏まえつつ、地域の実情に応じた施策を地方が実施できるよう、法令の規律密度の緩和による
自治立法権の拡充・強化と併せて、罰則のあり方についての検討も含め、引き続き法律と条例の関係につい
ての議論を深めていくこと。

・ 地方分権改革のこれまでの成果の上に立ち、国の立法プロセスに地方の声を一層反映していくとの観点から、
憲法改正に向けた議論において、地方自治の基本である住民自治と団体自治を憲法に明記することや、参議
院選挙区の合区の早期解消、地域代表制のあり方、自治立法権・自治財政権の拡充・強化などの議論を積極
的に行うこと。

６ 地方分権改革を推進するにあたり、さらに検討を深める事項
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